
 

蒲郡市国民健康保険では、限定１０名様に保険適用の禁煙外来治療費助成（限

度額２万円）を実施します。 

助成を希望される方は、「禁煙外来治療受診条件」を確認のうえ、「禁煙外来治

療費助成金事業事前届出書（両面）」を記入し、保険年金課までご提出ください。

後日、担当保健師より電話等で詳細をご説明いたします。 

禁煙しようと思っている方、応援します！ 

 

 

                            

 

申込受付期間：令和５年７月３日～令和５年１１月３０日 

 

禁煙したいけど「自信がない」「つい吸いたくなって…」という方 限 定 

１０名様 

蒲郡市 保険年金課 保健事業担当 

〒443-8601 蒲郡市旭町 17－1 

電話 0533-66-1221 ﾌｧｯｸｽ 0533-66-1181 

担当保健師 (保健センター内：蒲郡市浜町 4) 

電話 0533-67-1151 ﾌｧｯｸｽ 0533-67-9101 

＜禁煙外来治療費助成の流れ＞ 

※現在、治療薬回収に伴い禁煙外来を実施していない医

療機関がございます。 

治療をご希望の場合は、事前に医療機関へ受診可否を

お問い合わせいただきますようお願いいたします。 

「禁煙外来の成功率は

自力の禁煙に比べて

３～４倍！！」 

ニコチン依存の強い

人は、ひとりで悩まず 

相談しましょう。 

 

申込み

• 禁煙外来治療費助成事業事前届出書を提出

• 担当保健師と電話または面談

禁煙外来

受診

• 禁煙外来受診開始

• （外来受診期間、保健師による電話サポート１回）

助成申請

• 禁煙治療完了

• 助成金交付申請書に領収書を添えて保険年金課に提出


